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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単結晶半導体基板の第一の面に、前記第一の面に対向する第二の面が凸型に反るように
引っ張り応力を有する保護層を形成する工程と、
　前記第二の面からイオンを注入して、前記単結晶半導体基板の所定の深さに脆化領域を
形成する工程と、
　前記単結晶半導体基板の前記第二の面と、支持基板と、を貼りあわせる工程と、
　前記脆化領域内にて、前記支持基板と、前記単結晶半導体基板とを分離し、前記支持基
板上に単結晶半導体層を形成する工程と、
　前記保護層が形成された状態で、前記単結晶半導体基板の表面を酸化し、酸化膜を形成
する工程と、
　前記保護層が形成された状態で、前記酸化膜を除去する工程と、を有することを特徴と
する半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記保護層は導電性薄膜であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記保護層は複数の層から成り、前記保護層の表面は導電性を有することを特徴とする
半導体装置の作製方法。
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【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　前記支持基板はガラス基板、セラミック基板、石英基板、サファイア基板、導電性基板
、または半導体基板であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
　前記イオンはＨ＋、Ｈ２

＋、Ｈ３
＋、またはこれらの組み合わせであることを特徴とす

る半導体装置の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、絶縁表面上に半導体層を有する半導体基板の作製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、ガラス等の絶縁表面を有する基板上に形成された半導体薄膜（厚さ数～数百ｎｍ程
度）を用いて薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を構成する技術が注目されている。薄膜トラン
ジスタは集積回路や電気光学装置のような電子デバイスに広く応用され、特に画像表示装
置のスイッチング素子として開発が急がれている。
【０００３】
単結晶半導体のインゴットを薄く切断して作製されるシリコンウエハに代わり、絶縁層の
上に薄い単結晶半導体層を設けたシリコン・オン・インシュレータ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　ｏ
ｎ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ：ＳＯＩ）と呼ばれる半導体基板（ＳＯＩ基板）が開発されてお
り、マイクロプロセッサなどを製造する際の基板として普及しつつある。ＳＯＩ基板を使
った集積回路は、トランジスタのドレインと基板間における寄生容量を低減し、半導体集
積回路の性能を向上させ、低消費電力化を図るものとして注目されている。
【０００４】
ＳＯＩ基板を製造する方法としては、水素イオン注入剥離法が知られている（例えば、特
許文献１参照）。例えば表面に酸化シリコン膜が形成されたシリコンウエハに水素等のイ
オンを注入することによって表面から所定の深さに微小気泡層を形成し劈開面とし、別の
ウエハに薄膜単結晶シリコン層（ＳＯＩ層）を接合する。さらに熱処理を施すことにより
ＳＯＩ層を劈開面から剥離（分離）することでＳＯＩ基板を形成するという技術である。
なお、水素イオン注入剥離法は、スマートカット法と呼ぶこともある。
【０００５】
一方、ガラスなどの絶縁基板にＳＯＩ層を形成しようとする試みもなされている。ガラス
基板上にＳＯＩ層を形成したＳＯＩ基板の一例として、水素イオン注入剥離法を用いて、
コーティング膜を有するガラス基板上に薄膜の単結晶シリコン層を形成したものが知られ
ている（例えば、特許文献１参照）。この場合にも、シリコンウエハに水素イオンを注入
することによって表面から所定の深さに微小気泡層を形成し、ガラス基板とシリコンウエ
ハを貼り合わせ後に、微小気泡層を劈開面としてシリコンウエハを分離することで、ガラ
ス基板上に薄い単結晶シリコン層（ＳＯＩ層）を形成している。
【０００６】
上記シリコンウエハを貼り合せた後、再生し、効率的かつ経済的な活用を図る技術も知ら
れている（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００４－１３４６７５号公報
【特許文献２】特開２０００－３４９２６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
水素イオン注入剥離法によって、例えばシリコンウエハ等の単結晶半導体基板よりも大面
積であるガラス基板を用いたアクティブマトリクス型の表示装置を作製する場合、１枚の
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ガラス基板に対してシリコンウエハから分離された薄膜の単結晶シリコン層を複数枚貼り
合わせる必要がある。そのため、一枚のシリコンウエハに対して複数回水素イオン注入剥
離法を繰り返し、一枚のシリコンウエハから複数枚の薄膜の単結晶シリコン層をガラス基
板上に形成することができれば、より効率的なＳＯＩ基板の作製が可能となる。
【０００８】
しかし、水素イオン注入剥離法によって薄膜の単結晶シリコン層を分離した後の単結晶半
導体基板は、表面の層に水素を多く含んでいる。したがって、一枚の単結晶半導体基板か
ら水素イオン注入剥離法にて複数回薄膜の単結晶シリコン層を得るためには、新たに微小
気泡層を形成するためには水素を多く含んだ表面の層を除去する必要がある。この様な表
面の層を除去する方法として、熱酸化膜を形成した後、フッ化水素酸（フッ酸）を例とし
た、熱酸化膜を除去する薬液に、基板全体を浸す方法が挙げられる。このような基板全体
を薬液に浸す方法は生産性が良いものの、基板表面と裏面との両面に作用するため、裏面
も表面同様に膜減りする。前記単結晶半導体基板を繰り返し利用できる回数は、単結晶半
導体基板の厚さにより制限されることから、裏面の膜減り量は繰り返し利用できる回数に
影響する。
【０００９】
本発明の課題の一は、単結晶半導体層を支持基板上に形成後、使用した単結晶半導体基板
の、繰り返し再生回数を増やすことである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明の半導体基板の作製方法の一は、まず、単結晶半導体基板の第一の面に、保護層と
なる引っ張り応力の薄膜を形成し、第二の面が凸型に反るようにする。次いで、単結晶半
導体基板の第二の面にイオン種を注入することにより、単結晶半導体基板の第二の面から
所定の深さの領域に脆化層を形成する。次いで、単結晶半導体基板の第二の面上に接合層
を形成し、接合層を介して、単結晶半導体基板と支持基板とを接合することで、単結晶半
導体基板と支持基板を貼り合わせ、単結晶半導体基板の加熱によって、脆化層を劈開面と
して単結晶半導体基板を分離することにより、単結晶半導体基板から分離された単結晶半
導体層を支持基板上に固定して、半導体基板を作製する。一方、半導体層が分離された単
結晶半導体基板の第二の面は、平坦性が損なわれている、あるいは不純物量が増大してい
るため、再生処理を施す。上記再生処理後、再び単結晶半導体基板の第二の面にイオン種
を注入する工程より行い、次の半導体基板を作製する。
【００１１】
上記単結晶半導体基板の再生処理を行うためには、水素等が拡散した第二の面の表面層を
除去するため、熱酸化処理にてシリコン酸化膜を形成し、該シリコン酸化膜をフッ酸等で
除去処理を行う。このとき、第二の面すなわち単結晶半導体基板は脆化層が形成された面
は、シリコン酸化膜が除去された分だけ膜減りする。一方、第一の面すなわち上記半導体
層を分離した面とは反対の面には、上記引っ張り応力の保護層が形成されているため、フ
ッ酸等での除去処理の際でも溶解せず、膜減り量は小さい。この膜減り量を抑えることで
、単結晶半導体基板の再生回数を増やすことができる。尚、本明細書中では、第二の面を
表面とし、第一の面を裏面とする。
【００１２】
また、上記単結晶半導体基板の再生処理を行う過程で、熱処理を行うことから、上記保護
層として金属膜を用いる場合は、該熱処理にて半導体層への拡散が小さく、シリサイドを
形成しにくい材料を用いる。
【００１３】
上記の目的を達するためであれば、保護層の材料としては窒化珪素を代表する絶縁膜でも
良いが、保護層に引っ張り応力の膜、あるいは導電膜、あるいはこれらの組み合わせを満
たす層とし、単層もしくは積層構造とすることができる。このような保護層を単結晶半導
体基板に設けることで、本発明の半導体基板の作製方法は、付加的に以下の効果も得られ
る。
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【００１４】
効果の一としては、単結晶半導体層を支持基板上に形成する際、支持基板表面の損傷を低
減することができる。支持基板と、単結晶半導体基板上の単結晶半導体層の表面同士を向
かい合わせにして密着させ、熱処理し単結晶半導体層を転載する工程時、単結晶半導体基
板のエッジ部分がガラスに触れると、支持基板表面が損傷する。本発明の半導体基板の作
製方法では、引っ張り応力の薄膜が裏面に形成されていることから、単結晶半導体基板が
表面を凸として反っているため、単結晶半導体基板の中央部分からガラスに触れることと
なり、上記損傷を低減することができる。
【００１５】
別の効果としては、単結晶半導体層の転載不良を低減することができる。単結晶半導体基
板上の単結晶半導体層の表面同士を向かい合わせにして密着させる際、密着させる界面に
気泡が存在すると、単結晶半導体層を転載する際にこの部分が転載されず不良となる。本
発明の半導体基板の作製方法では、引っ張り応力の膜が裏面に形成されていることから、
単結晶半導体基板が表面を凸として反っているため、単結晶半導体基板の中央部分からガ
ラスに触れることとなり、密着させる界面の気泡は中央部から周辺部へと追い出すことが
でき、密着させる界面の気泡を低減することができる。
【００１６】
別の効果としては、単結晶半導体基板が帯電し、単結晶半導体基板の搬送時に静電力で撓
むことを防ぐことができる。単結晶半導体基板が帯電した場合、基板をカセット内に保管
する際に静電力でゴミ等異物を表面に吸着する、または搬送時に基板が大きく撓み搬送不
良が起きる。特に近年は単結晶半導体基板が大型化し、撓み量が小さいことが望まれる。
本発明の半導体基板の作製方法では、単結晶半導体基板の裏面に導電性の薄膜が形成され
ているから、帯電を逃すことができる。
【００１７】
このような効果を得るため、上記引っ張り応力の保護層は、単結晶半導体基板が表面を凸
として反らすものであれば良い。基板を反らすための膜の力は、膜の全応力によるもので
あり、該全応力は、膜厚と応力の積となる。膜厚が小でも、応力が大であれば、単結晶半
導体基板が表面を凸として反らすことができることから、単結晶半導体基板が表面を凸と
して反っていれば、引っ張り応力の導電性薄膜が形成されているものと判断できる。すな
わち本発明の技術思想の一は、表面が凸として反っている単結晶半導体基板を用いて半導
体基板を作製する、というところにある。尚、本発明において、上記効果を得るための、
単結晶半導体基板の表面が凸として反っている状態の判断は、単結晶半導体基板を変形さ
せずに該単結晶半導体基板の表面を、平面に接触させるとき、該単結晶半導体基板の周辺
部以外から触れさせることが可能であるかによる。すなわち反っている状態は歪んでいて
も良い。
【発明の効果】
【００１８】
単結晶半導体基板の裏面に保護層を形成することで、単結晶半導体基板の平坦化する再生
処理回数に作用し、半導体資源をより有効に活用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
以下、本発明の実施の形態における半導体基板の作製方法の一例について、図面を参照し
ながら説明する。但し、本発明は多くの異なる態様で実施することが可能であり、本発明
の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更し得ることは当
業者であれば容易に理解される。従って本実施の形態の記載内容に限定して解釈されるも
のではない。
【００２０】
（実施の形態１）
本発明は、水素イオン注入剥離法によって薄膜の単結晶半導体層を分離した後の、単結晶
半導体基板の平坦化プロセスに関するものである。図１に、本発明による半導体基板の作
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製工程を説明するフロー図の一例を示す。
【００２１】
まず、単結晶半導体基板上に保護膜を形成し、該保護膜を介して単結晶半導体基板にイオ
ンビームを注入して脆化層を形成する（５１）。次に、単結晶半導体基板または支持基板
上に接合層を形成し（５２）、単結晶半導体基板と支持基板とを接合する（５３）。次い
で、熱処理を行い、脆化層を劈開面として、単結晶半導体基板を支持基板から分離して（
５４）、半導体基板を作製する（５５）。また、分離後の単結晶半導体基板には、再生処
理を行い（５６）平坦性を回復した単結晶半導体基板（再生基板とも表記する）を作製す
る（５７）。
【００２２】
以下、本実施の形態において、図１に示した半導体基板の作製方法の一例を、図２乃至図
４を用いて具体的に説明する。
【００２３】
まず、単結晶半導体基板１００を用意する。単結晶半導体基板としては、単結晶シリコン
からなる基板、単結晶ガリウムヒ素基板等を用いることができる。また、必要に応じて、
単結晶半導体基板の代わりに、シリコン、ゲルマニウムガリウムヒ素等の多結晶からなる
半導体基板、若しくは、シリコン、ゲルマニウムガリウムヒ素等が形成された基板を用い
ることも可能である。なお、多結晶半導体基板を用いた場合は、分離後の半導体層は、劈
開多結晶半導体層となる。本実施の形態では、単結晶半導体基板１００として、厚さ０．
７ｍｍのシリコンウエハを用意する。
【００２４】
次に、単結晶半導体基板１００裏面を洗浄して清浄した後に、単結晶シリコン基板裏面に
、引っ張り応力の膜である保護膜１０１を成膜する。上記引っ張り応力の膜は、絶縁性の
膜と導電性の膜の積層構造、あるいは導電性膜の単層構造、あるいは絶縁性膜の単層構造
でも良い。絶縁性の膜と導電性の膜の積層構造の場合、単結晶半導体基板１００が熱処理
されるにつれ、前記導電性膜が半導体層とシリサイド化するのを防ぐ作用がある。絶縁性
の膜が無い場合において、使用回数（再生回数）と処理温度により、形成されるシリサイ
ドが十分薄い場合は導電性膜の単層のみで良い。本実施の形態では、絶縁性の膜と導電性
の膜の積層構造とする。具体的には、窒化珪素膜をシラン、アンモニアを含むガスにてプ
ラズマＣＶＤ法にて１００ｎｍ形成し、さらにタンタル膜を１００ｎｍ形成する。タンタ
ル膜はスパッタ法にて、φ３０５ｍｍのタンタルターゲットにて、Ｔ－Ｓ＝６０ｍｍ、成
膜電力１ｋｗ、アルゴンガスを用いて成膜ガス圧力を１．６Ｐａとして成膜する。このと
き耐酸化性を高めるため、成膜ガスに窒素を添加してもよい。このように引っ張り応力の
膜が形成されると、単結晶半導体基板１００は基板表面より見ると凸型に反ることになる
。
【００２５】
次に、単結晶半導体基板１００表面を洗浄して清浄した後に、単結晶半導体基板１００表
面上に保護膜１０２を形成する。保護膜１０２は、必ずしも形成する必要はないが、次に
行う脆化層を形成するためのイオン注入工程で単結晶半導体基板１００が金属などの不純
物に汚染されることを防止し、また、注入されるイオンの衝撃による表面の損傷を防止す
ることができるため、保護膜を形成するのが好ましい（図２（Ａ））。
【００２６】
保護膜１０２は、ＣＶＤ法等により、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜、窒化酸化シリコ
ン膜、酸化窒化シリコン膜などの絶縁材料を堆積した単層膜または多層膜とすることがで
きる。または、単結晶半導体基板１００表面を熱酸化することによっても形成することが
できる。なお、本明細書において、酸化窒化物とは、その組成として、窒素よりも酸素の
含有量が多い物質であり、また、窒化酸化物とは、その組成として、酸素よりも窒素の含
有量が多い物質をいう。例えば、酸化窒化シリコンとは、酸素が５５～６５原子％、窒素
が１～２０原子％、Ｓｉが２５～３５原子％、水素が０．１～１０原子％の範囲で含まれ
る物質とする。また、窒化酸化シリコンとは、酸素が１５～３０原子％、窒素が２０～３
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５原子％、Ｓｉが２５～３５原子％、水素が１５～２５原子％の範囲で含まれる物質とす
る。
【００２７】
次に、保護膜１０２を介して、電界で加速されたイオンでなるイオンビーム１０３を単結
晶半導体基板１００に注入して、単結晶半導体基板１００の表面から所定の深さの領域に
、脆化層１０４を形成する（図２（Ｂ））。
【００２８】
脆化層１０４を形成される領域の深さは、イオンビーム１０３の加速エネルギーとイオン
ビーム１０３の入射角によって制御することができる。イオンの平均進入深さとほぼ同じ
深さ領域に、脆化層が形成される。また、イオンを注入する深さで、単結晶半導体基板１
００から分離される薄膜の単結晶半導体層の厚さが決定される。単結晶半導体基板１００
から分離される単結晶半導体層の厚さは５ｎｍ以上５００ｎｍ以下であり、好ましい厚さ
の範囲は１０ｎｍ以上２００ｎｍ以下である。イオンを注入する深さを考慮して、イオン
の加速電圧を調節する。
【００２９】
このイオン注入工程のソースガスには、水素ガスを用いることができる。水素ガスＨ２か
らは、質量数の異なる複数の水素イオン、すなわちＨ＋、Ｈ２

＋、Ｈ３
＋が生成されるが

、水素ガスをソースガスに用いる場合は、Ｈ３
＋が最も多く注入されることが好ましい。

Ｈ３
＋イオンを注入することで、Ｈ＋イオンまたはＨ２

＋イオンを注入するよりもイオン
の注入効率が向上し、かつ注入時間を短縮することができる。また、脆化層に亀裂が生じ
やすくなる。
【００３０】
また、イオン注入工程のソースガスには、水素ガスの他、ヘリウム、アルゴンなどの希ガ
ス、フッ素ガス、塩素ガスに代表されるハロゲンガス、フッ素化合物ガス（例えば、ＢＦ

３）などのハロゲン化合物ガスから選ばれた一種または複数種類のガスを用いることがで
きる。ソースガスにヘリウムを用いる場合は、質量分離を行わないことで、Ｈｅ＋イオン
の割合が高いイオンビーム１０３を作り出すことができる。
【００３１】
また、複数回のイオン注入工程を行うことで、脆化層１０４を形成することもできる。こ
の場合、イオン注入工程ごとにプロセスガスを異ならせても、同じでもよい。例えば、ま
ず、ソースガスに希ガスを用いてイオン注入を行う。次に、水素ガスをプロセスガスに用
いてイオン注入を行う。また、初めにハロゲンガス又はハロゲン化合物ガスを用いてイオ
ン注入を行い、次に、水素ガスを用いてイオン注入を行うこともできる。
【００３２】
脆化層１０４を形成した後、エッチングにより保護膜１０２を除去する。次に、単結晶半
導体基板１００の保護膜１０２が形成されていた面上に、接合層１０６を形成する（図２
（Ｃ））。接合層１０６は、平滑で親水性の接合面を単結晶半導体基板１００上に形成す
るため層である。このような接合層１０６には、化学的な反応により形成される絶縁膜が
好ましく、特に酸化シリコン膜が好ましい。接合層に用いられる酸化シリコン膜の厚さは
１０ｎｍ以上２００ｎｍ以下とすることができる。好ましい厚さは１０ｎｍ以上１００ｎ
ｍ以下であり、より好ましくは２０ｎｍ以上５０ｎｍ以下である。なお、保護膜１０２を
除去せず、保護膜１０２上に接合層１０６を形成することもできる。
【００３３】
接合層１０６として、酸化シリコン膜を化学気相成長法（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ
　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ：ＣＶＤ法）で形成する場合には、シリコンソースガスとして有
機シランガスを用いることが好ましい。酸素ソースガスには酸素ガスを用いることができ
る。有機シランガスには、珪酸エチル（ＴＥＯＳ：化学式Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４）、トリ
メチルシラン（ＴＭＳ：（ＣＨ３）３ＳｉＨ）、テトラメチルシラン（ＴＭＳ：化学式Ｓ
ｉ（ＣＨ３）４）、テトラメチルシクロテトラシロキサン（ＴＭＣＴＳ）、オクタメチル
シクロテトラシロキサン（ＯＭＣＴＳ）、ヘキサメチルジシラザン（ＨＭＤＳ）、トリエ
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トキシシラン（ＳｉＨ（ＯＣ２Ｈ５）３）、又はトリスジメチルアミノシラン（ＳｉＨ（
Ｎ（ＣＨ３）２）３）などを用いることができる。
【００３４】
接合層１０６となる酸化シリコン膜は、熱ＣＶＤ法で、加熱温度が５００℃以下２００℃
以上で形成されるＬＴＯ（低温酸化物、ｌｏｗ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ｏｘｉｄｅ）
で形成することができる。この場合、シリコンソースガスにシラン（ＳｉＨ４）またはジ
シラン（Ｓｉ２Ｈ６）などを用い、酸素ソースガスに酸素（Ｏ２）又は一酸化二窒素（Ｎ

２Ｏ）などを用いることができる。
【００３５】
次いで図３（Ａ）に示すように、絶縁表面を有する支持基板１０８と、単結晶半導体基板
１００とを接合層１０６を介して貼り合わせる。支持基板１０８としては、液晶表示装置
など電子工業用に使用されている透光性のガラス基板を用いることができる。ガラス基板
には、熱膨張係数が２５×１０－７／℃以上５０×１０－７／℃以下（好ましくは、３０
×１０－７／℃以上４０×１０－７／℃以下）であって、歪み点が５８０℃以上６８０℃
以下（好ましくは、６００℃以上６８０℃以下）である基板を用いることが、耐熱性、価
格などの点から好ましい。また、ガラス基板は無アルカリガラス基板が好ましい。無アル
カリガラス基板の材料には、例えば、アルミノシリケートガラス、アルミノホウケイ酸ガ
ラス、バリウムホウケイ酸ガラスなどのガラス材料が用いられている。
【００３６】
また、支持基板１０８には、ガラス基板の他、セラミック基板、石英基板やサファイア基
板などの絶縁体でなる絶縁性基板、金属やステンレスなどの導電体でなる導電性基板、シ
リコンやガリウムヒ素など半導体でなる半導体基板などを用いることができる。
【００３７】
また、洗浄した支持基板１０８の上面に１０ｎｍ以上４００ｎｍ以下の厚さの、単層構造
または２層以上の多層構造からなる絶縁層を形成して、この絶縁層と接合層１０６とを貼
り合わせてもよい。支持基板上に絶縁層を形成する場合、絶縁層を構成する膜としては、
酸化シリコン膜、窒化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜、酸化ゲル
マニウム、窒化ゲルマニウム膜、酸化窒化ゲルマニウム膜、窒化酸化ゲルマニウム膜など
のシリコンまたはゲルマニウムを組成に含む絶縁膜を用いることができる。また、酸化ア
ルミニウム、酸化タンタル、酸化ハフニウムなどの金属の酸化物でなる絶縁膜、窒化アル
ミニウムなどの金属の窒化物でなる絶縁膜、酸化窒化アルミニウム膜などの金属の酸化窒
化物でなる絶縁膜、窒化酸化アルミニウム膜などの金属の窒化酸化物でなる絶縁膜を用い
ることもできる。
【００３８】
支持基板１０８としてアルカリ金属若しくはアルカリ土類金属などの半導体装置の信頼性
を低下させる不純物を含むような基板を用いた場合、このような不純物が支持基板１０８
から、ＳＯＩ基板の半導体層に拡散することを防止できるような膜を少なくとも１層以上
設けることが好ましい。このような膜には、窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜、窒化
アルミニウム膜、又は窒化酸化アルミニウム膜などがある。このような膜を含ませること
で、絶縁層をバリア層として機能させることができる。
【００３９】
例えば、絶縁層を単層構造のバリア層として形成する場合、厚さ１０ｎｍ以上２００ｎｍ
以下の窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜、窒化アルミニウム膜、又は窒化酸化アルミ
ニウム膜で形成することができる。また、絶縁層をバリア層として機能させ、２層構造と
する場合は、例えば、次の２層構造の膜があげられる。窒化シリコン膜と酸化シリコン膜
の積層膜、窒化シリコン膜と酸化窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜と酸化シリコン膜
の積層膜、窒化酸化シリコン膜と酸化窒化シリコン膜。なお、例示した２層構造の膜にお
いて、先に記載した膜が支持基板１０８上面に形成される膜である。２層構造の絶縁層に
おいて、上層は、下層のブロッキング効果の高い層の内部応力が半導体層に作用しないよ
うに、応力を緩和するような膜を選択することが好ましい。また上層の厚さは１０ｎｍ以
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上２００ｎｍ以下、下層の厚さは１０ｎｍ以上２００ｎｍ以下とすることができる。
【００４０】
単結晶半導体基板１００と、支持基板１０８との接合工程では、まず支持基板１０８の接
合面側表面と単結晶半導体基板１００上に形成された接合層１０６表面を超音波洗浄など
の方法で洗浄する。支持基板１０８と接合層１０６とを密着させると、支持基板１０８と
接合層１０６の界面にファン・デル・ワールス力が作用し、支持基板１０８と接合層１０
６が接合する。支持基板１０８と単結晶半導体基板１００とを密着させることで、接合層
１０６と支持基板１０８の界面に水素結合ができる。図３（Ａ）では単結晶半導体基板１
００と支持基板１０８とはまず中央部から密着し、該密着する領域は徐々に基板端部方向
へと広がるように進むことを示す。すなわちこの接合工程では、最初に単結晶半導体基板
１００の角部が、支持基板１０８に接触することはないため、単結晶半導体基板１００の
角部の欠損や、支持基板１０８表面の損傷を防ぐことができる。
【００４１】
またこのとき、中央部の接合部の気泡は、基板端部方向へ逃れる。しかも単結晶半導体基
板１００が表面からみて凸の形状であることから、単結晶半導体基板１００と支持基板１
０８との接触角は大きくなり、半導体中央部から基板端部方向に気泡がより逃れやすくな
る。すなわち該気泡による転載不良を低減することができる。さらに単結晶半導体基板１
００は導電性が高められ、帯電量が低減されていることから、ゴミ等異物を接合界面の一
である単結晶半導体基板１００の表面に静電吸着することを避けることができる。すなわ
ち該ゴミ等異物による転載不良を低減することができる。
【００４２】
こうして単結晶半導体基板１００と支持基板１０８との表面が全て密着すると、図３（Ｂ
）に示すように接合される。接合層１０６に、有機シランを用いてＣＶＤ法で形成した酸
化シリコン膜を用いることで、支持基板１０８及び単結晶半導体基板１００を加熱するこ
となく、常温で接合することができる。
【００４３】
なお、単結晶半導体基板１００と支持基板１０８とを貼り合わせるための接合層は、支持
基板１０８側に設けても良く、または支持基板１０８と単結晶半導体基板１００の双方に
設けても構わない。
【００４４】
また、結合力がより強固な接合を形成するために、例えば支持基板１０８の表面を酸素プ
ラズマ処理若しくはオゾン処理して、その表面に親水性を持たせる処理を施してもよいし
、支持基板１０８と接合層１０６を密着させた後、加熱処理又は加圧処理を行ってもよい
。加熱処理の温度は４００℃以上６００℃以下とすることができる。また、加圧処理は、
接合界面に垂直な方向に力が加わるように行い、加える圧力は支持基板１０８及び単結晶
半導体基板１００の強度を考慮して決定する。
【００４５】
次に、脆化層１０４を劈開面として単結晶半導体基板１００を分離するために、支持基板
１０８に接合層１０６を介して接合された単結晶半導体基板１００に熱処理を施す。加熱
温度は４００℃以上６００℃未満とすることができる。単結晶半導体基板１００の加熱温
度は接合層１０６を形成するときの単結晶半導体基板１００の温度以上とすることが好ま
しい。
【００４６】
４００℃以上６００℃未満の温度範囲で熱処理を行うことで単結晶半導体基板１００中の
脆化層１０４に形成された微小な空孔に体積変化が起こり脆化層１０４に亀裂が生ずる。
その結果、単結晶半導体基板１００Ａが脆化層１０４に沿って分離される（図３（Ｃ））
。この熱処理により、支持基板１０８上には単結晶半導体基板１００から分離された薄膜
の単結晶半導体層１１０が固定される。また、この熱処理で、支持基板１０８と接合層１
０６との接合界面が加熱されるので、接合界面に水素結合よりも結合力が強い共有結合が
形成され、接合界面での結合力を向上させることができる。
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【００４７】
以上の工程により、支持基板１０８に薄膜の単結晶半導体層１１０が設けられた半導体基
板１１２が作製される。一方、分離後の単結晶半導体基板１００Ａは分離された単結晶半
導体層１１０の膜厚分だけ薄くなり、分離された表面は平坦性が大きく損なわれ、凹凸が
形成された状態となる。したがって、分離後の単結晶半導体基板１００Ａをそのままの状
態で再度水素イオン注入剥離法を用いてガラス基板上に薄膜の単結晶シリコン層を形成す
ることはできない。
【００４８】
そこで、分離後の単結晶半導体基板１００Ａを再利用するための表面の再生処理を行う。
図４（Ａ）～図４（Ｄ）は、単結晶半導体基板１００Ａの再生処理を説明する断面図であ
る。支持基板と半導体基板との貼り合せ工程後の単結晶半導体基板１００Ａは、図４（Ａ
）のように、表面に凹凸を有している。
【００４９】
単結晶半導体基板１００Ａの端部にて、接合層と半導体層とから成る残渣部分が形成され
ている場合（図示しない）、ここで、該残渣部分を除去する。該残渣部分は、ウェットエ
ッチング処理を行うことにより除去することができる。具体的には、フッ化水素酸とフッ
化アンモニウムと界面活性剤を含む混合溶液（例えば、ステラケミファ社製、商品名：Ｌ
ＡＬ５００）をエッチャントとして用いてウェットエッチングを行う。また、水素イオン
が導入された損傷層は、ＴＭＡＨ（Ｔｅｔｒａ　Ｍｅｔｈｙｌ　Ａｍｍｏｎｉｕｍ　Ｈｙ
ｄｒｏｘｉｄｅ、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド）に代表される有機アルカリ系
水溶液を用いてウェットエッチングすることにより、除去することができる。このような
処理を行うことにより、単結晶半導体基板１００Ａの端部における残渣部分による段差が
緩和される。
【００５０】
ここで、図４（Ｂ）のように、単結晶半導体基板１００Ａを熱処理装置にてハロゲン雰囲
気中で酸化することにより、酸化膜１１４を形成し、その後酸化膜１１４を除去する。ハ
ロゲンとしてはＨＣｌを用いることができる。このような処理により、付加的に、ハロゲ
ン元素による金属不純物を除去するゲッタリング効果を得ることができる。すなわち、塩
素の作用により、金属などの不純物が揮発性の塩化物となって気相中へ離脱して除去され
る。
【００５１】
次いで、図４（Ｃ）のように、単結晶半導体基板１００Ａの表面平坦化処理を洗浄機付Ｃ
ＭＰ装置にてＣＭＰ処理で行う。その結果、単結晶半導体基板１００Ａの表面を平坦にす
ることができる。その後、図４（Ｄ）のように得られた単結晶半導体基板１００Ｂを再度
利用する。単結晶半導体基板１００Ｂは表面を清浄化し、図１のイオンビームを注入して
脆化層を形成する（５１）工程から用いることができる。
【００５２】
本実施の形態で示したように、半導体基板の再生処理工程により半導体基板を繰り返し利
用することによって、低コスト化を図ることができる。また、本実施の形態で示した半導
体基板の再生処理工程を用いることにより、半導体基板を繰り返し利用した場合であって
も、半導体基板の表面を十分に平坦化することができるため、半導体基板とベース基板と
の密着性を向上させ、貼り合わせ不良を低減することができる。
【００５３】
また、単結晶半導体基板１００Ａと同様に、半導体基板１１２上に形成された単結晶半導
体層１１０の上面も平坦性が損なわれていることがある。そのため、半導体装置を製造す
る前に、その表面を平坦化するため、化学的機械的研磨（ＣＭＰ）を行うことが好ましい
。単結晶半導体層１１０の平坦性を向上することにより、後に形成する半導体素子のばら
つきを抑えることができる。なお、所望の特性が得られるようであれば、平坦化工程は省
略してもかまわない。
【００５４】
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また、単結晶半導体層１１０の上層は、結晶欠陥が含まれることから、加熱やレーザ光の
照射を行うことにより、単結晶半導体層１１０の結晶欠陥を修復しても良いし、これらの
処理を組み合わせて行っても構わない。なお、加熱処理時の温度は、支持基板１０８の耐
熱温度を目安とすることができる。支持基板１０８としてガラス基板を用いる場合には、
ガラス基板の歪み点を目安とすればよい。具体的には、歪み点±５０℃（５８０℃以上６
８０℃以下）程度の温度にて加熱処理を行えばよい。
【００５５】
本実施の形態で示す半導体基板の作製方法によって、分離後の単結晶半導体基板を効果的
に再利用することが可能となり、資源を有効に活用することができる。すなわち、本発明
に係る再生処理を適用することで、熱酸化工程と酸化膜除去工程を経ても、厚さの減少量
の小さい再生基板を提供することが可能となる。
【００５６】
また、この再生基板を用いて半導体基板を作製することで、半導体基板及びその基板から
製造される半導体装置の製造コストを低減することができる。
【００５７】
（実施の形態２）
図１乃至図４を用いて説明した半導体基板の作製方法では、ガラス基板等の耐熱温度が７
００℃以下の支持基板であっても、単結晶半導体基板との結合力を強固にすることができ
る。また、無アルカリガラス基板などの各種のガラス基板を支持基板に適用することが可
能となる。従って、支持基板にガラス基板を用いることで、一辺が１メートルを超える大
面積な半導体基板を製造することができる。このような大面積な半導体製造基板に複数の
半導体素子を形成することで、液晶ディスプレイ、エレクトロルミネッセンスディスプレ
イを作製することができる。また、このような表示装置だけでなく、半導体基板を用いて
、太陽電池、フォトＩＣ、半導体記憶装置など各種の半導体装置を製造することができる
。
【００５８】
以下、図５と図６を参照して、半導体基板で半導体装置を作製する方法を説明する。ここ
では、図１の方法で作製された半導体基板を用いる。もちろん、他の構成の半導体基板を
用いることもできる。
【００５９】
図５（Ａ）に示すように、支持基板１０８に接合層１０６を介して単結晶半導体層１１０
が設けられている。まず、単結晶半導体層１１０上に、素子形成領域に合わせて窒化シリ
コン層１５５、酸化シリコン層１５６を形成する。酸化シリコン層１５６は、素子分離の
ために単結晶半導体層１１０をエッチングするときのハードマスクとして用いる。窒化シ
リコン層１５５は、単結晶半導体層１１０をエッチングするときのエッチングストッパと
して用いられる。次いで、しきい値電圧を制御するために、単結晶半導体層１１０に、硼
素、アルミニウム、ガリウムなどのｐ型不純物、又はヒ素、リンなどのｎ型不純物を添加
する。例えば、ｐ型不純物として硼素を用いた場合、５×１０１７ｃｍ－３以上１×１０
１８ｃｍ－３以下の濃度で添加すればよい。
【００６０】
次いで、図５（Ｂ）に示すように、酸化シリコン層１５６をマスクとして単結晶半導体層
１１０及び接合層１０６をエッチングする。そして、エッチングにより露出した単結晶半
導体層１１０及び接合層１０６の端面に対してプラズマ処理により窒化し、窒化物層１５
７を形成する。この窒化処理により、少なくとも単結晶半導体層１１０の周辺端部には窒
化シリコン層が形成される。窒化シリコンは絶縁性であり、耐酸化性がある。そのため、
窒化シリコン層を形成することで、単結晶半導体層１１０の端面から電流が漏れることを
防止でき、単結晶半導体層１１０と接合層１０６との間に、端面から酸化膜が成長してバ
ーズビークが形成されるのを防止できる。
【００６１】
図５（Ｃ）は、素子分離絶縁層１５８を堆積する工程を説明するための断面図である。素
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子分離絶縁層１５８はＴＥＯＳと酸素を用いて酸化シリコン膜をＣＶＤ法で堆積すること
で形成する。図５（Ｃ）に示すように、単結晶半導体層１１０と単結晶半導体層１１０の
隙間を埋めるように、素子分離絶縁層１５８は厚く堆積する。
【００６２】
図５（Ｄ）は窒化シリコン層１５５が露出するまで素子分離絶縁層１５８を除去する工程
を示している。この除去工程は、ドライエッチングで行うことができる。このとき窒化シ
リコン層１５５はエッチングストッパとなる。素子分離絶縁層１５８は単結晶半導体層１
１０の間に埋め込まれるように残存する。窒化シリコン層１５５はその後除去する。なお
、この除去工程は化学的機械研磨によって行うこともできる。
【００６３】
次に、図５（Ｅ）に示すように、ゲート絶縁層１５９、２層構造のゲート電極１６０、サ
イドウオール絶縁層１６１、第１不純物領域１６２、第２不純物領域１６３、絶縁層１６
４を形成する。第１不純物領域１６２、第２不純物領域１６３を単結晶半導体層１１０に
形成することで、チャネル形成領域１６５が形成される。絶縁層１６４は窒化シリコンで
形成し、ゲート電極１６０をエッチングするときのハードマスクとして用いる。
【００６４】
図６（Ａ）に示すように、層間絶縁層１６６を形成する。層間絶縁層１６６はＢＰＳＧ（
Ｂｏｒｏｎ　Ｐｈｏｓｐｈｏｒｕｓ　Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｇｌａｓｓ）膜を形成してリフロ
ーにより平坦化させる。また、ＴＥＯＳを用いて酸化シリコン膜を形成し化学的機械研磨
処理によって平坦化してもよい。平坦化処理においてゲート電極１６０上の絶縁層１６４
はエッチングストッパとして機能する。層間絶縁層１６６にはコンタクトホール１６７を
形成する。コンタクトホール１６７は、サイドウオール絶縁層１６１を利用してセルフア
ラインコンタクトの構成となる。
【００６５】
その後、図６（Ｂ）で示すように、六フッ化タングステンを用い、ＣＶＤ法でコンタクト
プラグ１６９を形成する。さらに絶縁層１７０を形成し、コンタクトプラグ１６９に合わ
せて開口を形成して絶縁層１７１を設ける。絶縁層１７１はアルミニウム若しくはアルミ
ニウム合金で形成し、上層と下層にはバリアメタルとしてモリブデン、クロム、チタンな
どの金属膜で形成する。
【００６６】
このように、支持基板１０８に接合された単結晶半導体層１１０を用いて電界効果トラン
ジスタを作製することができる。本形態に係る単結晶半導体層１１０は、結晶方位が一定
の単結晶半導体であるため、均一で高性能な電界効果トランジスタを得ることができる。
すなわち、閾値電圧や移動度などトランジスタ特性として重要な特性値の不均一性を抑制
し、高移動化などの高性能化を達成することができる。
【００６７】
半導体製造用基板に形成された電界効果トランジスタを用いて、様々な用途の半導体装置
を作製することができる。以下、図面を用いて、半導体装置の具体的な態様を説明する。
【００６８】
まず、半導体装置の一例として、マイクロプロセッサについて説明する。図７はマイクロ
プロセッサ２００の構成例を示すブロック図である。
【００６９】
マイクロプロセッサ２００は、演算回路２０１（Ａｒｉｔｈｍｅｔｉｃ　ｌｏｇｉｃ　ｕ
ｎｉｔ。ＡＬＵともいう。）、演算回路制御部２０２（ＡＬＵ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）
、命令解析部２０３（Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　Ｄｅｃｏｄｅｒ）、割り込み制御部２０
４（Ｉｎｔｅｒｒｕｐｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、タイミング制御部２０５（Ｔｉｍｉ
ｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、レジスタ２０６（Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）、レジスタ制御部
２０７（Ｒｅｇｉｓｔｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、バスインターフェース２０８（Ｂ
ｕｓ　Ｉ／Ｆ）、読み出し専用メモリ２０９、及びメモリインターフェース２１０（ＲＯ
Ｍ　Ｉ／Ｆ）を有している。
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【００７０】
バスインターフェース２０８を介してマイクロプロセッサ２００に入力された命令は、命
令解析部２０３に入力され、デコードされた後、演算回路制御部２０２、割り込み制御部
２０４、レジスタ制御部２０７、タイミング制御部２０５に入力される。演算回路制御部
２０２、割り込み制御部２０４、レジスタ制御部２０７、タイミング制御部２０５は、デ
コードされた命令に基づき各種制御を行う。
【００７１】
具体的に演算回路制御部２０２は、演算回路２０１の動作を制御するための信号を生成す
る。また、割り込み制御部２０４は、マイクロプロセッサ２００のプログラム実行中に、
外部の入出力装置や周辺回路からの割り込み要求を、その優先度やマスク状態から判断し
て処理する。レジスタ制御部２０７は、レジスタ２０６のアドレスを生成し、マイクロプ
ロセッサ２００の状態に応じてレジスタ２０６の読み出しや書き込みを行う。タイミング
制御部２０５は、演算回路２０１、演算回路制御部２０２、命令解析部２０３、割り込み
制御部２０４、レジスタ制御部２０７の動作のタイミングを制御する信号を生成する。
【００７２】
例えばタイミング制御部２０５は、基準クロック信号ＣＬＫ１を元に、内部クロック信号
ＣＬＫ２を生成する内部クロック生成部を備えており、クロック信号ＣＬＫ２を上記各種
回路に供給する。なお、図７に示すマイクロプロセッサ２００は、その構成を簡略化して
示した一例にすぎず、実際にはその用途によって多種多様な構成を備えることができる。
【００７３】
このようなマイクロプロセッサ２００は、絶縁表面を有する基板若しくは絶縁基板上に接
合された結晶方位が一定の単結晶半導体層（ＳＯＩ層）によって集積回路が形成されてい
るので、処理速度の高速化のみならず低消費電力化を図ることができる。
【００７４】
次に、非接触でデータの送受信を行う機能、及び演算機能を備えた半導体装置の一例を説
明する。図８は、このような半導体装置の構成例を示すブロック図である。図８に示す半
導体装置は、無線通信により外部装置と信号の送受信を行って動作するコンピュータ（以
下、「ＲＦＣＰＵ」という）と呼ぶことができる。
【００７５】
図８に示すように、ＲＦＣＰＵ２１１は、アナログ回路部２１２とデジタル回路部２１３
を有している。アナログ回路部２１２として、共振容量を有する共振回路２１４、整流回
路２１５、定電圧回路２１６、リセット回路２１７、発振回路２１８、復調回路２１９と
、変調回路２２０を有している。デジタル回路部２１３は、ＲＦインターフェース２２１
、制御レジスタ２２２、クロックコントローラ２２３、インターフェース２２４、中央処
理ユニット２２５、ランダムアクセスメモリ２２６、読み出し専用メモリ２２７を有して
いる。
【００７６】
ＲＦＣＰＵ２１１の動作の概要は以下の通りである。アンテナ２２８が受信した信号は共
振回路２１４により誘導起電力を生じる。誘導起電力は、整流回路２１５を経て容量部２
２９に充電される。この容量部２２９はセラミックコンデンサーや電気二重層コンデンサ
ーなどのキャパシタで形成されていることが好ましい。容量部２２９はＲＦＣＰＵ２１１
と一体形成されている必要はなく、別部品としてＲＦＣＰＵ２１１を構成する絶縁表面を
有する基板に取り付けることもできる。
【００７７】
リセット回路２１７は、デジタル回路部２１３をリセットし初期化する信号を生成する。
例えば、電源電圧の上昇に遅延して立ち上がる信号をリセット信号として生成する。発振
回路２１８は、定電圧回路２１６により生成される制御信号に応じて、クロック信号の周
波数とデューティー比を変更する。復調回路２１９は、受信信号を復調する回路であり、
変調回路２２０は、送信するデータを変調する回路である。
【００７８】
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信号を、その振幅の変動をもとに、二値化する。また、送信データを振幅変調（ＡＳＫ）
方式の送信信号の振幅を変動させて送信するため、変調回路２２０は、共振回路２１４の
共振点を変化させることで通信信号の振幅を変化させている。
【００７９】
クロックコントローラ２２３は、電源電圧又は中央処理ユニット２２５における消費電流
に応じてクロック信号の周波数とデューティー比を変更するための制御信号を生成してい
る。電源電圧の監視は電源管理回路２３０が行っている。
【００８０】
アンテナ２２８からＲＦＣＰＵ２１１に入力された信号は復調回路２１９で復調された後
、ＲＦインターフェース２２１で制御コマンドやデータなどに分解される。制御コマンド
は制御レジスタ２２２に格納される。制御コマンドには、読み出し専用メモリ２２７に記
憶されているデータの読み出し、ランダムアクセスメモリ２２６へのデータの書き込み、
中央処理ユニット２２５への演算命令などが含まれている。
【００８１】
中央処理ユニット２２５は、インターフェース２２４を介して読み出し専用メモリ２２７
、ランダムアクセスメモリ２２６、制御レジスタ２２２にアクセスする。インターフェー
ス２２４は、中央処理ユニット２２５が要求するアドレスより、読み出し専用メモリ２２
７、ランダムアクセスメモリ２２６、制御レジスタ２２２のいずれかに対するアクセス信
号を生成する機能を有している。
【００８２】
中央処理ユニット２２５の演算方式は、読み出し専用メモリ２２７にＯＳ（オペレーティ
ングシステム）を記憶させておき、起動とともにプログラムを読み出し実行する方式を採
用することができる。また、専用回路で演算回路を構成して、演算処理をハードウェア的
に処理する方式を採用することもできる。ハードウェアとソフトウェアを併用する方式で
は、専用の演算回路で一部の処理を行い、プログラムを使って、残りの演算を中央処理ユ
ニット２２５が実行する方式を適用することができる。
【００８３】
このようなＲＦＣＰＵ２１１は、絶縁表面を有する基板若しくは絶縁基板上に接合された
結晶方位が一定の半導体層（によって集積回路が形成されているので、処理速度の高速化
のみならず低消費電力化を図ることができる。それにより、電力を供給する容量部２２９
を小型化しても長時間の動作を保証することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明の半導体基板の作製方法の一例を示すフロー図。
【図２】本発明の半導体基板の作製方法の一例を示す断面図。
【図３】本発明の半導体基板の作製方法の一例を示す断面図。
【図４】本発明の半導体基板の作製方法の一例を示す断面図。
【図５】半導体基板から半導体装置の製造方法を説明する断面図。
【図６】半導体基板から半導体装置の製造方法を説明する断面図。
【図７】半導体基板から得られるマイクロプロセッサの構成を示すブロック図。
【図８】半導体基板から得られるＲＦＣＰＵの構成を示すブロック図。
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